
①国が法制上の措置を⾏い監理す
べき事項

②国が法制上の措置を⾏うことが難しい
事項（公的プラットフォーム A、B）

第1段階︓明確化

厚⽣労働省やこども家庭庁等で検討し施策実⾏ 独⽴⾏政法⼈、公的機関

検討・監理事項
法律の整備（施設基準・売買の禁⽌

→罰則規定）
㋐⽣殖補助医療の提供等及びこれにより出⽣した
⼦の親⼦関係に関する⺠法の特例に関する法律
（令和２年法律第76号）（2022/12/4成⽴、
2022/12/11公布）の付則第3条の検討事項 （特
定⽣殖補助医療）
㋑⽣殖補助医療実施医療機関登録・整備、⽣殖補
助医療実施例登録の義務付け
㋒ヒト精⼦、卵⼦、受精卵を扱う胚培養⼠認定の
国家資格の必要性（例︓産婦⼈科専⾨医は⼀般社
団法⼈⽇本専⾨医機構が認定を⾏っている）
㋓がん・⽣殖医療（精⼦、卵⼦、受精卵（胚）、
卵巣組織等の⻑期保管・管理、死後⽣殖、将来的
には代理懐胎）（現在、⽇本産科婦⼈科学会、⽇
本泌尿器科学会、⽇本がん・⽣殖医療学会が⾏っ
ている）の義務付け

検討・監理事項
㋐⽣殖補助医療全般（情報提供・啓発）
㋑着床前遺伝学的検査（情報提供・啓発、施設認証、
検査所認証）
㋒出⽣前遺伝学的検査（情報提供・啓発、施設認証、
検査所認証）
㋓医学的適応のない卵⼦凍結（情報提供・啓発、施設
認証︖）
㋔これからさらなる発展が予想される遺伝学的検査に
関しての運⽤・管理
㋕その他
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l A 専⾨委員会︓議論を⾏い報告書を発出（審議会）
構成︓医療関係者（産婦⼈科、⼩児科、看護、遺伝関連等）、
法学･⽣命倫理の専⾨家、障害者福祉分野の専⾨家、検査その
他の有識者等で構成する、必要時には追加

l B 運営委員会︓専⾨委員会の報告書に沿っての運営、監理を⾏う
庶務︓⾏政あるいは公益財団法⼈などの形での組織の関連課
が⾏う、データ管理、施設認定
費⽤︓国が負担する
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諸外国では⽣殖補助医療や配偶⼦提供等に関する制度設計に国が関与している
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